
　　平成２７年２月５日（木）午後２時　玉名市役所  ４階  会議室
　に招集した。

１．本日の出席委員は、次のとおりである。

１番  東　  令佐 ２番　取本　一則 ３番　清田　順次 ４番　西川　英文

５番　井上　清晴 ６番　鶴田　克士 ７番　永田　知博 ８番　松本　恒幸

９番　荒木ひろ子 10番　坂本　誠二 11番　竹下　宏介 12番　坂西　孝之

13番　本田多美子 14番　森川　正志 15番　丸山　近信 16番  田辺　信之

17番　鍬本　勝利 18番　荒木まつ子 20番　福田　友明 22番　小路　修三

23番  德井　勝美 24番　田上　  均 25番　杉本　征子 26番　小島　昌文

27番　植田　勇一 28番　植田　英男 29番　三川　  了 30番　田上　輝行

31番　米野　旨雄 33番　生田三之利 34番  堀田　昌子 36番  岩永　幹生

37番　池本　信秋 38番　小田　　募

19番　大野　金生 21番　田上　　一 32番　松本　哲海 35番　谷川　文武

１．傍聴者数は、次のとおりである。

   ０ 名

１．説明のために出席した職員は、次のとおりである。

局長　宮田　辰也 次長　二階堂　正一郎

係長　上村　健也 参事　西山　美和 主査　田川　由香 主任　中根　剛

１．議事参与が制限された委員数は、次のとおりである。

   ０ 名

議　題

第　７号 農地の所有権移転許可申請について（３条許可分）

第　８号 農地の賃借権設定許可申請について（３条許可分）

第　９号 農地の使用貸借権設定許可申請について（３条許可分）

第１０号 農地の転用許可申請について（４条許可分）

第１１号 農地の転用許可申請について（５条許可分）

第１２号 農用地利用集積計画の決定について

１．本日の欠席委員は、次のとおりである。

平成２７年第３回玉名市農業委員会総会議事録



報　告

第　５号 農地の賃貸借及び使用貸借解約通知書について（１８条）

第　６号 農地の形状変更届について

第　７号 許可書返納届について
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１．開 会 

○事務局長（宮田辰也君） 皆さんこんにちは。ちょっと時間は早いですけども、皆さ

んお揃いですので、ただいまから開催をしたいと思います。 

 現在の出席委員は、３８名中、大野委員、松本哲海委員、谷川委員、田上一委員

が欠席でありますので、３４名の出席でございます。 

 玉名市農業委員会会議規則第６条の規定によりまして、会議は成立しております。 

ただいまから、平成２７年第３回玉名市農業委員会総会を開催いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

２．会長挨拶 

○事務局長（宮田辰也君） まず、会長より挨拶をいただき、引き続き、会議規則第４

条により議長をお願いいたします。よろしくお願いします。 

○会長（東 令佐君） 皆様、こんにちは。お忙しい中に出席いただきまして、ありが

とうございました。早速ではございますが、議事に入りたいと思います。 

本日の議案は、議第７号より議第１２号まで５５件と、報告第５号から報告第

７号までの２０件が提案されています。慎重なる審議、よろしくお願いいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

３．議事録署名委員指名 

○会長（東 令佐君） 本日の議事録の署名委員は、３４番、堀田委員と３６番、岩永

委員にお願いいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

４．議 事 

○議長（東 令佐君） それでは、議事に入ります。 

 議第７号、農地法第３条、農地の所有権移転許可申請についてを議題といたしま

す。 

 事務局より説明を求めます。 

○事務局長（宮田辰也君） 議第７号、農地の所有権移転許可申請について。農地法

第３条第１項の規定による下記農地の所有権移転許可申請について許可するもの

とする。平成２７年２月５日提出、玉名市農業委員会会長、東令佐。 

 １番、伊倉南方の申請人で、申請物件、伊倉南方６５７－１、田９７１㎡外６

筆、計１４,６２５㎡、子への贈与であります。 

 ２番、三ツ川と荒尾市の申請人で、申請物件、三ツ川４８８１、畑９１７㎡外１

筆、２,４８８㎡、労働力不足と経営拡張による売買でございます。 

 ３番、岱明町の申請人で、申請物件、岱明町西照寺１５１－１、田３９５㎡、子

への贈与であります。 
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 ４番、岱明町の申請人で、申請物件、岱明町三崎５３６、畑３４６㎡、労働力不

足と経営拡張による売買でございます。 

 ５番、横島町と岱明町の申請人で、申請物件、岱明町上５８１、田７２８㎡、労

働力不足と経営拡張による売買でございます。 

 ６番、佐賀県佐賀市と岱明町の申請人で、申請物件、岱明町上５７４、田７２５

㎡外２筆、１,３７８㎡、労力不足と経営拡張による売買でございます。 

 ７番、岱明町の申請人で、申請物件、岱明町扇崎１４８２、田１,０７９㎡、労

働力不足と相手方の要望による売買でございます。 

 ８番、岱明町の申請人で、申請物件、岱明町扇崎９４４、田８５９㎡外２筆、計

２,７５５㎡、労働力不足と相手方の要望による売買でございます。 

 次のページです。 

 ９番、熊本市と岱明町の申請人で、申請物件、岱明町扇崎１５１５、田８６７㎡、

従弟の子への贈与でございます。 

 １０番、岱明町の申請人で、申請物件、岱明町扇崎１４２０、田９３０㎡、労力

不足、経営拡張による売買でございます。 

 １１番、岱明町と長洲町の申請人で、申請物件、岱明町扇崎１２３１、田４１８

㎡外４筆、計４,０７３㎡、労力不足と経営拡張による売買でございます。 

 １２番、熊本市と熊本市の申請人で、申請物件、天水町小天４４０４－２、畑１

２１㎡、労力不足と経営拡張による売買でございます。 

 以上１２件、合計の２９,７８５㎡を提案申し上げます。農地法第３条第２項の

各号の禁止規定に照らし申請内容を審査いたしました。取得後の全ての農地を利用

すること、機械、労働力、技術、地域との関係などをみても問題ないこと、下限面

積要件も超えていることから、許可要件の全てを満たしているものと判断しました

ので、御提案申し上げます。どうぞよろしくお願いします。 

○議長（東 令佐君） 説明が終わりました。受付番号１番より順次担当委員の説明を

お願いします。 

 １番、どうぞ。 

○１２番（坂西孝之君） １２番、坂西です。子どもへの贈与ということで、何ら問題

はなく許可相当と思います。以上です。 

○議長（東 令佐君） 次、２番、どうぞ。 

○１７番（鍬本勝利君） １７番、鍬本です。２番の案件について説明します。 

 譲渡人は労力不足、譲受人は経営拡張。譲受人は現在荒尾市に住んでおりますが、

実家が三ツ川にあり、父親が死亡のあと１３年間田畑を作り、隣接地の譲渡人に頼

まれ購入するものであり、機械力もあり、労働力もあり、許可相当と思います。よ
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ろしくお願いします。 

○議長（東 令佐君） 次、３、４、５、６、委員さんが同じですので、続けてどうぞ。 

○１８番（荒木まつ子君） １８番、荒木です。３番の案件は、譲渡人と譲受人は親子

関係で、子への贈与です。許可相当と思います。 

 ４、５、６は、譲渡人が労働力不足、譲受人は経営拡張ということで、３件とも

面積も満たされているので、許可相当と判断します。よろしくお願いします。 

○議長（東 令佐君） 次も７、８、９、１０、１１番と委員さんが同じですので、続

けてどうぞ。 

○２３番（德井勝美君） ２３番、德井です。譲渡人と譲受人は親戚関係で、譲受人は

相手方の要望、譲渡人は労力不足ということで、何ら問題はないと思います。 

 ８番の案件について説明します。これも親戚で、相手方の要望と労力不足という

ことで、何ら問題はありません。 

 ９番、譲渡人は、従弟の子への贈与ということで、これもまた問題はありません。 

 １０番、譲渡人は労力不足、譲受人は経営拡張ということで、下限面積も満たさ

れており、許可相当と思います。 

 １１番の案件です。譲受人は経営拡張、譲渡人は労力不足、これも下限面積も満

たされており、許可相当と思います。以上です。 

○議長（東 令佐君） 次、１２番、どうぞ。 

○３８番（小田 募君） ３８番、小田です。譲渡人の労力不足、譲受人の経営拡張で、

譲受人は玉名市の認定農業者も取っていますので、許可相当と判断いたします。 

○議長（東 令佐君） 担当委員の説明が終わりました。 

 御意見、御質問はございませんか。 

（なしの声） 

○議長（東 令佐君） ないようですので、採決に移ります。 

 農地法第３条、農地の所有権移転許可申請について、原案どおり決定することに

異議のない方は挙手をお願いいたします。 

（全員 挙手） 

○議長（東 令佐君） 異議がないものと認め、議第７号については、許可することに

決定しました。 

 次に、議第８号、農地法第３条、農地の賃貸借権設定許可申請についてを議題と

いたします。 

 事務局より説明を求めます。 

○事務局長（宮田辰也君） 議第８号、農地の賃貸借権設定許可申請について。農地法

第３条第１項の規定による下記農地の賃貸借権設定許可申請について許可するもの
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とする。平成２７年２月５日提出、玉名市農業委員会会長、東令佐。 

 １番、天水町の申請人で、申請物件、天水町部田見１８０－１、田１,０３７㎡、

労力不足と経営拡張により、平成２７年２月５日より５年間の契約でございます。 

 ２番、天水町の申請人で、申請物件、天水町小天７３７８－２、田１,１１６㎡、

これも労力不足と相手方の要望により、平成２７年２月５日より５年間の契約でご

ざいます。 

 以上２件、合計２,１５３㎡を提案申し上げます。農地法第３条第２項の各号の

禁止規定に照らし、申請内容を審査いたしました。取得後の全ての農地を利用をす

ること、機械、労働力、技術、地域との関係などをみても問題ないこと、下限面積

要件も超えていることから、許可要件の全て満たしているものと判断しましたので

御提案申し上げました。どうぞよろしくお願いします。 

○議長（東 令佐君） 説明が終わりました。 

 受付番号１番より担当委員の説明をお願いいたします。 

 １番、どうぞ。 

○３１番（米野旨雄君） ３１番、米野です。１番の案件について説明いたします。 

 貸人は労力不足、借人は経営拡張であります。下限面積も満たされていますので、

許可相当と思います。 

○議長（東 令佐君） 次、２番、どうぞ。 

○３４番（堀田昌子君） ３４番、堀田です。２番の案件について説明します。 

 使用貸人、使用借人ともに高齢ですが、使用借人のほうには後継者がいて、２人

で頑張っておられます。相手方の要望でもあり、問題なく許可相当と判断します。

以上です。 

○議長（東 令佐君） 説明が終わりました。 

 御意見、御質問はございませんか。 

（なしの声） 

○議長（東 令佐君） ないようですので、採決に移ります。 

 農地法第３条、農地の賃貸借権設定許可申請について、原案どおり決定すること

に異議のない方は挙手をお願いいたします。 

（全員 挙手） 

○議長（東 令佐君） 異議がないものと認め、議第８号については、許可することに

決定しました。 

次に、議第９号、農地法第３条、農地の使用貸借権設定許可申請についてを議題と

いたします。 

 事務局より説明を求めます。 
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○事務局長（宮田辰也君） 議第９号、農地の使用貸借権許可申請について。農地法第

３条第１項の規定による下記農地の使用貸借権設定許可申請について許可するもの

とする。平成２７年２月５日提出、玉名市農業委員会会長、東令佐。 

 １番、申請人は伊倉北方の方です。申請物件、伊倉北方５５０－１、田４１１㎡、

農業者年金受給により、平成２７年２月５日より１０年間の契約でございます。 

 ２番、横島町の申請人で、申請物件、横島町横島８８３４－１、田１５４８㎡、

農業者年金受給により、平成２７年２月５日より１０年間の契約でございます。 

 以上、２件、合計１,９５９㎡、以上を御提案申し上げます。農地法第３条第２

項各号の禁止規定に照らし、申請内容を審査いたしました。取得後の全ての農地を

利用すること、機械、労働力、技術、地域との関係などをみても何の問題もなく、

下限面積要件も超えていることから、許可要件の全てを満たしているものと判断い

たしましたので、御提案申し上げます。よろしくお願いいたします。 

○議長（東 令佐君） 説明が終わりました。 

 受付番号１番より担当委員の説明をお願いいたします。１番、どうぞ。 

○１２番（坂西孝之君） １２番、坂西です。親子関係での再設定ということで、何ら

問題はなく、許可相当かと思われます。以上です。 

○議長（東 令佐君） はい、次、２番、どうぞ。 

○２５番（杉本征子君） ２５番、杉本です。２番について説明いたします。 

 農業者年金受給による再設定でありまして、借り手のほうは地域の担い手として

施設園芸を営んでおりますので、許可は適当かと思います。 

○議長（東 令佐君） 担当委員の説明が終わりました。 

 御意見、御質問はございませんか。 

（なしの声） 

○議長（東 令佐君） ないようですので、採決に移ります。 

 農地法第３条、農地の使用貸借権設定許可申請について、原案のとおり決定する

ことに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

（全員 挙手） 

○議長（東 令佐君） 異議がないものと認め、議第９号については、許可することに

決定しました。 

 次に、議第１０号、農地法第４条、農地の転用許可申請についてを議題といたし

ます。 

 事務局より説明を求めます。 

○事務局長（宮田辰也君） 議第１０号、農地の転用許可申請について。農地法第４条

第１項の規定による下記農地の転用許可申請について意見決定するものとする。平
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成２７年２月５日提出、玉名市農業委員会会長、東令佐。 

 １番、申請物件、山田１７０９－１、畑６８７㎡、太陽光発電施設５９.８ｋｗ

建設による転用でございます。 

 ２番、申請物件、山田１００、畑３６０㎡、宅地拡張による転用でございます。

これにつきましては始末書が付けてありますので、あとで朗読をいたします。 

 ３番、申請物件、下２７２９、畑１,４９９㎡、太陽光発電施設４９.５ｋｗ建設

による転用でございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 ４番、申請物件、横島町横島６６３、田２６４㎡、農業用倉庫としての転用でご

ざいます。 

 以上、４件、合計２,８１０㎡を御提案申し上げます。申請内容を農地転用許可

基準全ての事項ごとに適合するか否か審査しました結果、いずれも不都合がないも

のと判断しましたので、御提案申し上げます。 

 地元委員さんの同行のもと現地調査を行なっておりますので、よろしく御審議お

願いいたします。 

○議長（東 令佐君） 説明が終わりました。 

 受付番号１番より担当委員の説明をお願いいたします。 

 １番、どうぞ。 

○４番（西川英文君） ４番、西川です。１番の案件につきまして説明いたします。 

 これは太陽光施設でありますので、給排水設備は必要なく、雨水のみですね、こ

れは自然浸透とオーバーフロー分は側溝に流すということですので、許可相当と判

断いたしました。以上です。 

○議長（東 令佐君） はい、次、２番につきましては始末書が添付されておりますの

で、始末書の朗読をお願いします。 

○主任（中根 剛君） ― ２番の案件について始末書朗読 ― 

○議長（東 令佐君） 委員さんの２番の説明、どうぞ。 

○４番（西川英文君） ４番、西川です。２番の案件につきまして説明いたします。 

 これは今、朗読がありましたように始末書の付いた案件ですが、昭和６０年当時、

父親が存命中にしたことだろうと思います。それを遺産相続した方にはその罪はな

いと思いますけども、一応悪意を持ってこういったことをしたわけではないと思わ

れますし、現地調査の結果、これは追認すべき事項ではないかというふうに判断い

たしました。以上です。 

○議長（東 令佐君） 次、３番、どうぞ。 

○１５番（丸山近信君） １５番、丸山です。自宅に近接しており、野菜を作付けして
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いますが、近年、イノシシの被害が多発しております。作物の収穫ができない状況

でですね、日当たりもよく太陽光発電の設備を設置するということです。事業面積

としては１,４９９㎡です。発電施設４９.５ｋｗ、排水は、雨水処理は自然浸透で

特に問題ないと思います。それから整地のみで、近接地に被害はないと思います。

現場を見て許可相当と判断しました。 

○議長（東 令佐君） 次、４番、どうぞ。 

○２４番（田上 均君） ２４番、田上です。本件は、農業用施設の転用に伴うもので、

排水処理については雨水のみです。Ｕ字溝を敷設して、隣接する排水路へ流すとい

うことで、何も問題ないようです。以上です。 

○議長（東 令佐君） 担当委員の説明が終わりました。 

 御意見、御質問はございませんか。どうぞ。 

○３３番（生田三之利君） ちょっとお尋ねですけど、１番の案件と３番の案件が同じ

太陽光発電ですね。広さを見てみますと６８７と１,４９９ですか、倍近く実は３

番のほうが広いんですけども、発電施設自体が先ほど言われましたように４９.５

と５９.８ですか、逆に狭いほうが５９.８で高いということ、これはメーカーがど

ういうふうになってるかわからんですけど、場所によってこんな違うもんかなと思

いましてですね、私ども素人だからちょっとわかりませんけど、よかったら教えて

ください。 

○１５番（丸山近信君） ３番ですけど、面積は広いんですけどですね、土手があって

ですね、台形ていうか、形が、面積が変則だけんぴしゃっと並べられんということ

で、両サイド空きます。 

○事務局長（宮田辰也君） それでですね、東のほうがですね、ちょっと軒というかで

すね、法面があるのでこういう広さになると思います。 

○３３番（生田三之利君） わかりました。 

○１３番（本田多美子君） ちょっと２番の案件についてお尋ねしたいんですが、積極

的に自分でこれ間違ってたということで申請されたんですが、どういうことでその

宅地に拡張した所が畑だったということがわかられたんですか。最近わかられたん

ですか。 

○主任（中根 剛君） 下水道の工事をされたときにですね、ここは地目を確認したら

農地だったということです。 

○１３番（本田多美子君） それは水道工事で。 

○主任（中根 剛君） 下水道工事です。 

○１３番（本田多美子君） ああそうなんですか、最近なんですか。 

○主任（中根 剛君） 去年わかりましたので。 
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○１３番（本田多美子君） わかりました。 

○主任（中根 剛君） 申請してくださいということで。 

○議長（東 令佐君） ほかにございませんか。 

（なしの声） 

○議長（東 令佐君） ないようですので採決に移ります。 

 農地法第４条、農地の転用許可申請について、原案どおり許可相当と意見決定す

ることに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

（全員 挙手） 

○議長（東 令佐君） 異議がないものと認め、議第１０号については、許可相当と意

見決定することに決定しました。 

 次に、議第１１号、農地法第５条、農地の転用許可申請についてを議題といたし

ます。 

 事務局より説明を求めます。 

○事務局長（宮田辰也君） 議第１１号、農地の転用許可申請について。農地法第５条

第１項の規定による下記農地の転用許可申請について意見決定するものとする。平

成２７年２月５日提出、玉名市農業委員会会長、東令佐。 

 １番、申請物件、岩崎５８１－１、畑７４１㎡、個人住宅及び貸倉庫による転用

でございます。 

 ２番、申請物件、立願寺９５８－２、田４９㎡外５筆、計２,０５２㎡、宅地分

譲（９区画）及び位置指定道路としての転用でございます。 

 次のページをお願いします。 

 ３番、申請物件、山田２１９９－１、田３７８㎡、店舗兼住宅の転用でございま

す。 

 ４番、申請物件、築地１７３９－１、畑６４８㎡外２筆、計１,２３１㎡、建売

住宅（３区画）及び位置指定道路としての転用でございます。 

 ５番、申請物件、伊倉北方７６６－４、畑５４０㎡、太陽光発電施設２４.８ｋ

ｗ建設による転用でございます。 

 ６番、申請物件、伊倉北方７３２－１、畑１,００４㎡、太陽光発電施設５５.９

８ｋｗの建設による転用でございます。 

 ７番、申請物件、伊倉北方７６４－８、畑３２１㎡、個人住宅として転用でござ

います。 

 ８番、申請物件、伊倉南方９９４－１、田３３４㎡、店舗併用住宅建設による転

用でございます。 

 ９番、申請物件、岱明町野口１２７－３、畑５１５㎡、住宅分譲（２区画）の分
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譲の転用でございます。 

 １０番、申請物件、岱明町野口１２６、畑５１０㎡外１筆、計１,４７０㎡、宅

地分譲（５区画）及び位置指定道路としての転用でございます。 

 次のページをお願いします。 

 １１番、申請物件、岱明町鍋９－５、畑４３㎡、宅地拡張による転用でございま

す。 

 １２番、申請物件、岱明町扇崎１０４９－１、畑３４５㎡、個人住宅としての転

用でございます。 

 １３番、申請物件、岱明町扇崎１０４１－１、畑４９８㎡、これも個人住宅とし

ての転用でございます。 

 １４番、申請物件、横島町横島４８８６－２、田２６６㎡、これも個人住宅建設

による転用でございます。 

 １５番、申請物件、横島町横島９３８５、田２９０㎡、個人住宅としての転用で

ございます。 

 １６番、申請物件、天水町部田見５２７－２、畑４０４㎡、個人住宅としての転

用でございます。 

 以上１６件、合計の１０,３９９㎡を御提案申し上げます。申請内容を農地転用

許可基準全ての事項ごとに適合するか否か審査した結果、いずれも不都合がないも

のと判断しましたので、御提案を申し上げます。地元委員さんの同行のもと現地調

査を行なっておりますので、どうぞよろしく御審議お願いいたします。 

○議長（東 令佐君） 説明が終わりました。 

 受付番号１番より担当委員の説明をお願いいたします。 

 １番と２番は委員さんが同じですので、続けてどうぞ。 

○３番（清田順次君） ３番、清田です。１番の案件について御説明申し上げます。 

 場所はですね、白鷺荘別館の北側に位置しております。ちょっと高台になってる

というふうなことで、転用目的は個人住宅と貸倉庫というふうなことです。貸倉庫

はですね、本人の経営をする商品の保管庫として利用するというふうなことでござ

います。 

 西側が市道に面してるということです。南側が里道と、東側は住宅地、北側のみ

が農地となってるというふうなことでございますが、土砂等の流出のないようにす

るというふうなことです。西側は市道を利用してですね、上下水道と側溝等完備を

しておりますので、そこに接続するというふうなことで、何ら問題はないというふ

うなことで、許可相当でございます。 

 ２番の案件ですが、場所はですね、上立願寺の公民館の南側に位置してるという
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ふうなことで、約２年ほど前にこの周辺の宅地分譲申請があったところの西側とい

うふうなことでございます。そこにですね、宅地分譲９区画１,２６２㎡と、位置

指定道路が６７.５ｍというふうなことで、幅員が６ｍというふうなことで、４０

５㎡というふうなところの転用というふうなことでございます。 

 分譲地の南側にですね、水路があると。それを挟んで隣接地に市道があるという

ふうなことでございますので、改良工事は関係区の要請で、玉名市の関係各課との

協議、承認後に工事をするというふうなことでございます。位置指定道路内にです

ね、上下水道、側溝等を埋設すると、接続をするというふうなことで、何ら問題な

く許可相当と判断いたしました。以上です。 

○議長（東 令佐君） 次、３番と４番も委員さんが同じですので、続けてどうぞ。 

○４番（西川英文君） ４番、西川です。３番、４番の案件につきまして説明いたしま

す。 

 まず３番の案件ですけども、これは店舗兼住宅ということで、なんか自然食品の

販売を兼ねた住宅だそうです。場所は山田市営団地のすぐ下ですね、そこにある農

地で、周辺は住宅地です。給排水は公共の施設を利用する。それに接続するという

ことでございます。雨水は自然浸透し、オーバー分は側溝に流すということで、許

可相当と判断いたしました。 

 それから、４番の案件ですけども、これは玉名バイパスの近くにある農地で、市

道より位置指定道路を造って進入路といたすということですね。ここも給排水は公

共の施設を利用し、それに接続するということでございます。調査の結果、許可相

当と判断いたしました。以上です。 

○議長（東 令佐君） 次、５、６、７、８番も委員さんが同じですので、続けてどう

ぞ。 

○１２番（坂西孝之君） １２番、坂西です。６番の案件ですけども、太陽光発電設置

ということでございます。予定の所をフェンスで囲って防草シートを覆うというこ

とでございます。それと全体的に南側に傾斜をつけて、雨水を下の側溝がございま

すので、そこに接続ということで、何ら問題はなく許可相当かと思われます。 

 ６番の案件ですけども、これも太陽光発電設置でございます。ここも雨水は自然

浸透ということで、何か事故があったときには本人が対応するということで、何ら

問題はなく、許可相当かと思います。 

 ７番の案件ですけども、個人住宅でございます。ここは下の段に住宅はあります

けども、法面から２ｍほど引いて建てるということで、下に被害がおよぶというこ

とはないかと思われます。それと雨水、生活雑排水については、合併浄化槽で処理

したあとに東北側の道路の側溝へ接続ということで、これも何ら問題もなく、許可
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相当かと思います。 

 ８番の案件ですけども、個人住宅と店舗ということでございます。店舗といって

も整体師さんらしくてですね、店の店舗じゃないようですので、はい。雨水、生活

雑排水については、合併浄化槽で処理したあとに東側の側溝に接続ということでご

ざいます。雨水については自然浸透と集水枡を設置し、これもまた東側の道路へ設

置ということで、何ら問題はなく、許可相当かと思います。以上です。 

○議長（東 令佐君） ９、１０番についても委員さんが同じですので、続けてどうぞ。 

○２０番（福田友明君） ２０番、福田です。今回提出されましたこの９番と１０番の

案件につきましては、昨年の１２月５日に提出されておりまして、可決した案件で

ございます。その後、金融機関からの融資が満足に受けることができなくなりまし

て、１月６日に農業委員会の総会におきまして、許可申請の取下げが行なわれた案

件でございます。 

 今回新たな譲受人が代わりまして再提出となったわけでございますが、前回同様、

何ら問題なく許可相当と判断いたしました。これにつきましては、岱明町野口の築

地と接する北野口になります。どうかひとつよろしくお願いいたします。以上です。 

○議長（東 令佐君） 次、１１番、どうぞ。 

○２２番（小路修三君） ２２番、小路です。この案件は、申請して家が建っておりま

すけど、北側のほうにですね、玉名市の今度は市道を造るていうて、畑の中に市道

を造るという計画があって、北側をこの譲受人が、面積が３３.８４㎡取られると

いうことで、地主の人に話したところ、東側に４３㎡もらうということでございま

すので、別に家は最初から北側を空けて建ててもらっておった関係上、何ら問題は

ないと思います。 

○議長（東 令佐君） 次、１２、１３、委員さんが同じですので、続けてどうぞ。 

○２３番（德井勝美君） ２３番、德井です。１２番の案件について説明します。 

 申請人は、申請地に個人住宅を１棟建築します。生活排水は市の上下水を利用し

て、雨水は雨水枡を設置し、市道側の側溝へ流すということです。被害等はないも

のと思われ、現地調査の結果、本件は許可相当と判断します。 

 １３番の案件について説明します。 

 これも個人住宅を建設するものです。生活排水は市の上下水を利用し、雨水につ

いては道路側溝に流す計画となっております。被害等はないと思われ、現地調査の

結果、本件は許可相当と判断します。以上です。 

○議長（東 令佐君） 次、１４、１５も委員さんが同じですので、続けて、どうぞ。 

○２６番（小島昌文君） ２６番、小島です。１４番の件について説明します。 

 譲渡人と譲受人は親子です。雨水は溜桝を設置し、北側の排水路に流します。生
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活雑排水は集落排水施設に流します。土砂等の流出がないようにブロックで囲みま

す。何も問題はなく、許可相当と思います。 

 １５番の件について説明します。 

 譲渡人と譲受人は親子です。雨水は南側の側溝に流します。生活雑排水は集落排

水施設に流します。土砂の流出がないようにブロックで囲みます。何も問題なく、

許可相当と思います。以上です。 

○議長（東 令佐君） 次、１６番、どうぞ。 

○３１番（米野旨雄君） ３１番、米野です。１６番の案件について説明いたします。 

 使用貸人と使用借人は祖母と孫の関係です。給排水計画は、給水は実家がすぐそ

ばですので、実家のボーリングから接続して水道水を引くそうです。雨水処理は、

宅地内にある側溝を利用して、南側の市道の側溝に接続して放流いたします。生活

雑排水及び汚水処理は、南側の下水道に接続して放流いたします。土砂の流出とか

農地への影響はないものと思われ、現地調査の結果、許可相当と思われます。以上

です。 

○議長（東 令佐君） 担当委員の説明が終わりました。 

 御意見、御質問はございませんか。 

(なしの声) 

○議長（東 令佐君） ないようですので、採決に移ります。 

 農地法第５条、農地の転用許可申請について、原案どおり許可相当と意見決定す

ることに異議のない方は、挙手をお願いいたします。 

（全員 挙手） 

○議長（東 令佐君） 異議がないものと認め、議第１１号については、許可相当と意

見決定することに決定しました。 

 次に、議第１２号、農用地利用集積計画の決定についてを議題といたします。 

 事務局より説明を求めます。 

○事務局長（宮田辰也君） 議第１２号、農地利用集積計画の決定について。農業経

営基盤強化促進法第１８条第１項により、平成２７年農用地利用集積計画（案）

による利用権の設定等について次のとおり意見決定するものとする。平成２７年

２月５日提出、玉名市農業委員会会長、東令佐。 

 別紙、農用地利用集積計画案のとおり、市長より意見決定を求められておりま

す。１４ページから１７ページまでの１９件の集積でございます。 

 １７ページをお願いいたします。 

 所有権移転５件、１４，７９５㎡、利用権設定１４件、４８,８９４㎡、合計の

１９件、６３，６８９㎡の集積でございます。 
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 農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たすものと考え、御提案

を申し上げます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（東 令佐君） 事務局の説明が終わりました。 

 御意見、御質問はございませんか。 

（なしの声） 

○議長（東 令佐君） ないようですので、採決に移ります。 

 農用地利用集積計画の決定について、原案どおり意見決定することに異議のない

方は挙手をお願いいたします。 

（全員 挙手） 

○議長（東 令佐君） はい、異議がないものと認め、議第１２号については、原案ど

おり意見決定することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

５．報 告 

○議長（東 令佐君） 次に、報告第５号から報告第７号を一括して事務局より説明を

求めます。 

○事務局長（宮田辰也君） 報告第５号、農地の賃貸借及び使用貸借解約通知書につい

て。農地法第１８条第６項の規定による合意解約及び農地使用貸借解約の成立した

旨の通知を受理しておりますので報告いたします。平成２７年２月５日提出、玉名

市農業委員会会長、東令佐。 

 今回は１７件の解約を受理しております。 

 ２２ページをお願いします。 

 報告第６号、農地の形状変更届について。下記農地の形状変更届がありました

ので報告いたします。平成２７年２月５日提出、玉名市農業委員会会長、東令

佐。 

 今回は１件の届けを受理しております。 

 次のページをお願いします。 

 報告第７号、許可書返納届について。下記の物件は、農業委員会許可後の許可

書返納の届出がありましたので報告いたします。平成２７年２月５日提出、玉名

市農業委員会会長、東令佐。 

 今回は２件の返納届を受理しております。以上であります。 

○議長（東 令佐君） 事務局より一括して報告がございました。質問などございませ

んか。 

（なしの声） 

○議長（東 令佐君） ないようですので、本日予定していました議案審議の報告を終
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わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

６．その他 

○議長（東 令佐君） その他に移ります。その他、何かございませんか。 

○９番（荒木ひろ子君） すみません。 

○議長（東 令佐君） はい、どうぞ。 

○９番（荒木ひろ子君） 今、田んぼの値段はある程度相場は決まってますか、それと

も個人個人になっとっとですかね。 

○事務局長（宮田辰也君） その地域によってですね。これにも売買の値段が出てます

けども、地域によって値段の格差があるようでございます。 

○９番（荒木ひろ子君） ちょっとえらい安かねて思うてから。私たちはちょっと１５

年前ぐらいのばまだあと１年ぐらい残っとって思いよっとですよね、農林公庫から

借りて。そのときはやっぱり１７０万円ぐらい出しとっとですよ、反に。 

○事務局長（宮田辰也君） バブルがはじけてからですね、田んぼの値段は急速に下が

りました。それで、今は対対でですね、お互い値段ば決めてされとっとが実情です。 

○９番（荒木ひろ子君） 売りたいていう人もおんなはるばってんが、どのくらいだろ

かて言われてもですね、どのくらいで。話し合いですか。 

○事務局長（宮田辰也君） 話し合いで大体そのくらいの値段ば示されたらどうでしょ

うかね。 

○９番（荒木ひろ子君） 涙の出るですよ。 

○１１番（竹下宏介君） ちょっとよかですか。豊水地区は基盤整備して暗渠ばしっと

とですよね。私の親が言いよらしたっですよね、昔、親のおるときはですね。米１

００俵分で買うなら買うたてちゃよかばいていうごたる、親は言うとらしたけんで

すね、私はその考えで大体農地は買うなら買うていきよるごたる感じだけんですね。

基盤整備してあるとこが大体１００万円ぐらい大体買うていかなんとだろたいな。 

○３８番（小田 募君） 買いきらんならわからんですけんね。買いきらんなら売れん

けん。 

○１０番（坂本誠二君） 農地の売買について、そう値段が不当に安い、不当に高いと

いうことに関して、農業委員会として意見をすることはありますか。あくまでも当

事者が売りたい買いたいで値段は決まりますかね。 

○事務局長（宮田辰也君） 現在はそういう方向で行なっております。 

○１０番（坂本誠二君） ということは、普通の土地の要するに売買と形態は一緒とい

うことですね。買いたい人は相場よりもちょっと高く買う、売りたい人は相場より

もちょっと安く売るというような感覚ですかね。 
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○事務局長（宮田辰也君） そういう感覚だと理解していただければ。 

○１０番（坂本誠二君） はい。 

○１１番（竹下宏介君） 大体その米が１万円すんなら１００万円で買うならよかっじ

ゃなかっですか。 

○議長（東 令佐君） ほかにございませんか。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

７．閉 会 

○議長（東 令佐君） それでは、本日、慎重なる審議誠にありがとうございました。 

 これをもちまして農業委員会総会を閉会いたします。 

 どうもお疲れでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉 会 午後２時５５分 
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以上のとおり、会議の次第を記載し、その相違ないことを証するためここに署名捺印す

る。 

平成２７年２月５日 
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